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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月5日(2013.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気積層体であって、
　磁化の向きを切換えることができる強磁性自由層と、磁化の向きが固定された強磁性基
準層と、これらの間にあるバリア層とを備え、前記自由層、基準層、およびバリア層は各
々中心を有し、
　中心を有する環状反強磁性ピニング層を備え、前記ピニング層の中心は、前記自由層、
基準層、およびバリア層各々の中心と整列し、前記ピニング層は、前記自由層から電気的
に分離されるとともに前記基準層と物理的に接触する、磁気積層体。
【請求項２】
　前記基準層の面積は前記自由層の面積よりも大きい、請求項１に記載の磁気積層体。
【請求項３】
　前記基準層は合成反強磁性（ＳＡＦ）３重層である、請求項１または２に記載の磁気積
層体。
【請求項４】
　前記基準層は単一強磁性ピンド層である、請求項１～３のいずれか１項に記載の磁気積
層体。
【請求項５】
　前記環状ピニング層は少なくとも前記自由層を囲む、請求項１～４のいずれか１項に記
載の磁気積層体。
【請求項６】
　前記環状ピニング層と前記自由層との間に電気絶縁分離層をさらに備える、請求項５に
記載の磁気積層体。
【請求項７】
　前記環状ピニング層は、ピンド層の、前記自由層とは反対の側に位置する、請求項１～
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６のいずれか１項に記載の磁気積層体。
【請求項８】
　前記バリア層の面積は前記自由層の面積よりも大きい、請求項１～７のいずれか１項に
記載の磁気積層体。
【請求項９】
　前記磁気積層体は磁気トンネル接合メモリセルである、請求項１～８のいずれか１項に
記載の磁気積層体。
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